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マークテック株式会社 

成田工場 品質保証室 

製品の保証期間について 

 

弊社の下記製品は消費材であるため、原則として未開封品で、下記の保証期間を定めております 

（エアゾール製品を含みます）。 

なお、製造年月日は、Lot No.にて表示することにしております。製造年月日の表示方法については、 

別紙の例のとおりです。 

 

記 

１．対象製品及び保証期間 

対 象 製 品 群 保証期間（製造後） 

スーパーチェック染色浸透探傷剤（注 1） ３年 

エコチェック染色浸透探傷剤 ３年 

スーパーグロー蛍光浸透探傷剤（注 1） ３年 

エコグロー蛍光浸透探傷剤 ２年 

スーパーマグナ磁粉探傷剤（注３） ３年 

エコマグナ磁粉探傷剤（注３） ２年 

スーパークリーン脱脂洗浄剤 ３年 

パーツクリーナー ３年 

スーパーマーカーペン ３年 

スーパートレーサー漏洩検査剤 ２年 

スーパーバブル漏洩検査剤 ２年 

リークチェック漏洩検査剤 ２年 

テックマーカー ペイント／洗浄剤／潤滑剤 ２年 

エコカラー ペイント／洗浄剤  ２年 

エコカラー エコインク／エコソルベント １年 

注１．スーパーチェック／スーパーグロー浸透探傷剤（水ベースタイプ）の製品の保証期間は、製造後２年 

とします。 

注２．密封容器で保存されている製品が正常に保管された場合（SDSに準じた保管）は、 

開封後においても製品本来の性状、性能を発揮するものと考えております。 

注３．スーパーマグナ磁粉分散剤（水分散用の液状タイプ）、エコマグナ磁粉分散剤ＥＣ－４、消泡剤７１Ａ 

およびスーパーキープ防錆剤ＡＲ－１００Ｋ、２００Kの製品の保証期間は、製造後１年とします。 

スーパーマグナ蛍光磁粉ＬＹ－１０ゾル（水ベース）の保証期間は、製造後２年とします。 

注４．保証期間は、弊社経時変化試験結果に基づき制定しています。また、保証期間を過ぎた製品を 

ご使用される場合は、性能確認を実施のうえお客様の判断にてご使用ください。 
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別紙 製造年月日の表示方法について 

 

例１） エアゾール製品の場合(原則として５桁の記号にて缶底部に表示します) 

 

表示記号  △   ○ ○   ○   ○ ○ 

 

日（数字；０１～３１） 

                                 月（アルファベット：Ａ～Ｌ：１月～１２月） 

 

年（西暦末尾２桁：数字：００～９９） 

                      委託充填先記号（Ａ 、 Ａ 、 Ｕ など） 

 

 

例２） エアゾール以外の製品の場合(原則として７桁の記号にてラベルに表示します) 

 

表示記号    ○ ○   ○    ○ ○       ○ ○  

 

                                                  弊社管理番号（数字０１～９９） 

日（数字；０１～３１） 

月（アルファベット：Ａ～Ｌ：１月～１２月） 

年（西暦末尾２桁：数字：００～９９） 

 

 

※ 月とアルファベットの関係 

Ａ １月 Ｂ ２月 Ｃ ３月 Ｄ ４月 Ｅ ５月 Ｆ ６月 

Ｇ ７月 Ｈ ８月 Ｉ ９月 Ｊ 10月 Ｋ 11月 Ｌ 12月 

 

以 上 


